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第３章 関係機関の事務又は業務の大綱等 

 

 

 １ 国民保護措置の全体の仕組み  

国（対策本部） 道（対策本部） 滝川市（対策本部）

・警報発令
・警報の市町村への通
　知

・警報の伝達
　（サイレン等を使用)

・避難措置の指示 ・避難の指示 ・避難の指示の伝達

　（要避難地域、避難
　　先地域等）

　（避難経路、交通手
　　段等）

・避難住民の誘導
　(避難実施要領の策定)

是正
　消防、警察、自衛隊
　等に誘導を要請

・救援の指示 ・救援 ・救援に協力

　・食品、生活必品等

　　の給与

　・収容施設の供与

是正 　・医療の提供　等

・武力攻撃災害への対 ・武力攻撃災害の防御

　処の指示 ・応急措置の実施 ・応急措置の実施

 （消防庁長官による
　 消防に関する指示）

　警戒区域の設定・退
　避の指示

　警戒区域の設定・退
　避の指示

・大規模又は特殊な武
　力攻撃災害（ＮＢＣ
　攻撃等）への対処

 ・緊急通報の発令

・生活関連等施設の安
　全確保

・国民生活の安定

・対策本部におけ
　る総合調整

・対策本部におけ
　る総合調整

・対策本部におけ
　る総合調整

国、地方公共団体、指定公共機関等が相互に連携

住
　
　
　
民

(

協
力

)

指定公共機関　　　・放送事業者による警報等の放送　 ・日本赤十字社による救援への協力
指定地方公共機関  ・運送事業者による住民・物資の運送　・電気、ガス等の安定的な供給

指示

指示

指示指示

措置の実施要請 措置の実施要請

総合調整の要請 総合調整の要請

総合調整総合調整

※　防災行政無線、公共ネットワーク、衛星通信等を活用するとともに、情報伝達
　システムの改善に向けた検討、整備に努める。

国民の保護に関する措置の仕組み

避
　
　
　
　
難

救
　
　
護

武
力
攻
撃
災
害
へ
の
対
処

 

 市は、国民保護措置の実施に当たり関係機関との円滑な連携を確保できるよう、

国民保護法における市の役割を確認するとともに、関係機関の連絡窓口をあらか

じめ把握しておく。 
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〇 国民の協力については、武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに

国及び国民の安全の確保に関する法律（平成１５年６月１３日法律第７９号。

以下「武力攻撃事態対処法」という。）第８条、国民保護法第４条１項に「協

力するよう努める」とされているが、国民に協力を要請できる場合を限定して

いる。 

協力内容は、①住民の避難や避難住民等の救援の援助、②消火活動、負傷者

の搬送又は被災者の救助その他の武力攻撃災害への対処に関する措置の援助、

③保健衛生の確保に関する措置の援助、④避難に関する訓練への参加となって

いる。 

 

２ 市の事務又は業務  

機関の名称 事務又は業務の大綱 

滝 川 市 

１ 国民保護計画の作成 

２ 国民保護協議会の設置、運営 

３ 国民保護対策本部、緊急対処事態対策本部、現地対策本部等の設置、運

営 

４ 組織の整備、訓練 

５ 警報の伝達、避難実施要領の策定、避難住民の誘導、関係機関の調整そ

の他の住民の避難に関する措置の実施 

６ 救援の実施、安否情報の収集及び提供、外国人安否情報の収集の協力そ

の他の避難住民等の救援に関する措置の実施 

７ 退避の指示、警戒区域の設定、廃棄物の処理、被災情報の収集及び報告

その他の武力攻撃災害への対処に関する措置の実施 

８ 水の安定的な供給、生活関連物資等の価格の安定、管理施設の応急の復

旧その他の国民生活の安定に関する措置の実施 

９ 国民保護措置に必要な物資及び資材の備蓄（滝川市地域防災計画に兼ね

る。） 

10 武力攻撃災害の復旧に関する措置の実施 

 

３ 関係機関等連絡先  

市の国民保護措置の実施を円滑に行うため、国、道、市町村その他関係機関と

の連携を図るための連絡先（電話･ＦＡＸ）は資料編に整理する。 

 


